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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，公益社団法人日本

包装技術協会（JPI）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工業規格を

改正すべきとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本工業規格で

ある。 

これによって，JIS S 0021:2000 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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包装－アクセシブルデザイン－一般要求事項 
Packaging-Accessible design-General requirements 

 
序文 

この規格は，2011 年に第 1 版として発行された ISO 11156 を基に，技術的内容及び構成を変更すること

なく作成した日本工業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

 

1 適用範囲 

この規格は，異文化・他言語圏，高齢者及び感覚機能，身体機能，認知機能の低下している人々，並び

にアレルギーがある人々を含むより多くの人々にとって，内容物を適切に識別し，取扱い及び使用できる

ように，包装の設計，評価を行うために役立つための一般要求事項について規定する。 

この規格は，製品の識別，購入及び使用から包装の分別及び廃棄まで，包装製品のライフサイクルにお

ける様々な状況に配慮している。ただし，個々の包装における寸法，材料，製造方法及び評価方法につい

ては除く。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

ISO 11156:2011，Packaging－Accessible design－General requirements（IDT） 

なお，対応の程度を表す記号“IDT”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“一致している”こ

とを示す。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は，その 新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS X 0500（規格群） 自動認識及びデータ取得技術－用語 

注記 対応国際規格：ISO/IEC 19762 (all parts)，Information technology－Automatic identification and 

data capture (AIDC) techniques－Harmonized vocabulary（IDT） 

JIS Z 0108 包装－用語 

注記 対応国際規格：ISO 21067，Packaging－Vocabulary（MOD） 

 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，JIS X 0500 規格群及び JIS Z 0108 によるほか，次による。 

3.1 

アクセシブルデザイン（accessible design） 

何らかの機能に制限のある人に焦点を合わせ，これまでの設計をそのような人々のニーズに合わせて拡


